
事業名 特定健康診査・保健指導に必要な経費
レビュー番
号

0393 担当部局・課室
保険局医療介護連携政策
課医療費適正化対策推進
室

課題

糖尿病等の生活習慣病の発症には内臓脂
肪型肥満が関与しているため、メタボリック
シンドロームの概念を踏まえて生活習慣の
改善を行うことにより、糖尿病等の発症リ
スクの低減を図ることが必要。

令和２年度のメタボリックシンドロームの該
当者及び予備群の減少率（対平成20
年度比）は10.9％（※）。

（※）厚生労働省「特定健康診査・特定
保健指導の実施状況」

なお、令和２年度の特定健康診査の実施
率は53.4％、特定保健指導の実施率は
23.0％（※）であり、2008年度と比べ
実施率が向上しているものの、令和５年
度の目標である70％、45％とは依然乖
離があり、さらなる実施率の向上に向けた
取組が必要。

（※）厚生労働省「特定健康診査・特定
保健指導の実施状況」

現状分析

糖尿病は心血管疾患のリスクを高めるほか、認
知症等の発症リスクを高めることが明らかにさ
れており、生活の質への影響、社会経済的
活力と社会保障資源への影響が大きく、適
切な対策が必要。

令和元年の「糖尿病が強く疑われる者」は推計
約1,150 万人（※）であり、健康日本21
（第二次）の目標値の1,000万人を上
回ったが、目標策定時に予測された1,270
万人よりは少なかった。

（※）厚生労働科学研究 「糖尿病の実態
把握と環境整備のための研究」（令和２年
度、研究代表者 山内敏正）

令和５年度
予算案

18,203百万
円

令和４年度
予算額・執行
見込額

21,149百万
円

【インプット】

高齢者の医療の確保に
関する法律に基づき
保険者が実施する特
定健康診査・特定保
健指導に要する費用
の一部を補助する。
（補助率 国民健康
保険：1/3、健康保
険組合・全国健康保
険協会・国民健康保
険組合：定額）

①特定健康診査実施率
令和５年度：保険
者全体で70％以上

肥満、脂質異
常、血糖高
値、血圧高
値から起こる
虚血性心疾
患、脳血管
疾患、糖尿
病等の発
症・重症化
を予防

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖
尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを
目的として、特定健康診査・特定保健指導を実施。

国は、保険者が実施する特定健康診査・特定保健指導に
要する費用の一部を補助し、円滑な実施を支援。（補助
率 国民健康保険：1/3、健康保険組合・全国健康保
険協会・国民健康保険組合：定額）

②特定保健指導実施率
令和５年度：保険者
全体で45％以上

特定健康診査・特定保
健指導に要する費用の
一部を補助した件数
（保険者数）

令和5年度：約3,200
（全保険者）

メタボリックシンド
ロームの該当
者・予備群の
減少率
令和５年
度：25％以
上減少

（対平成20年
度比)

※令和６年度から第4期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、特定健診・特定保健指導の見直しを行い、更なる実施率の向上を目指している。


